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「
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
改
正
案
（
新
旧
対
照
表
）

改

正

案

現

行

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則

則

（
特
定
胚
の
作
成
の
届
出
）

（
特
定
胚
の
作
成
の
届
出
）

第
一
条

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

第
一
条

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
作
成

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
作
成

の
届
出
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
一

の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
一
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

の
一
の
届
出
書
に
よ
っ
て
、
動
物
性
集
合
胚
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、

ら
な
い
。

別
記
様
式
第
一
の
二
の
届
出
書
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち

特
定
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

特
定
胚
を
研
究
に
用
い
る
必
要
性
に
関
す
る
事
項

二

特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お

二

特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作

い
て
「
作
成
者
」
と
い
う
。
）
の
技
術
的
能
力
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚

成
者
」
と
い
う
。
）
の
技
術
的
能
力
に
関
す
る
事
項

を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
作
成
者
の
管
理
的
能
力
に
関
す

る
事
項

三
・
四

（
略
）

三

特
定
胚
の
作
成
場
所

四

特
定
胚
の
作
成
後
の
取
扱
場
所

五

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
細
胞
の
種
類
、
入
手
先
、
輸
送
方
法
及

五

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
細
胞
の
種
類
、
入
手
先
、
輸
送
方
法
及

び
細
胞
の
取
得
に
要
す
る
費
用
の
見
積
額
並
び
に
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を

び
細
胞
の
取
得
に
要
す
る
経
費
の
見
積
額

作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
入
手
方
法

六

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
た
め
に
新
た
に
採
取
し
た
体
細
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胞
（
提
供
者
の
身
体
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
て
採
取
し
た
も

の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
体
細
胞
の
採
取
の
方

法
、
並
び
に
採
取
に
伴
い
提
供
者
が
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
身
体
的

影
響
及
び
当
該
身
体
的
影
響
が
生
じ
た
場
合
の
補
償

七

（
略
）

六

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
の
取
得
に
関
す

る
事
項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

同
意
の
取
得
に
係
る
説
明
を
行
う
担
当
者
の
氏
名
及
び
職
名
並

イ

同
意
の
取
得
に
係
る
説
明
を
行
う
担
当
者
の
氏
名
及
び
職
名

び
に
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
所
属
機

関
名

ロ

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
意
を
取

得
す
る
機
関
名

ハ

動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
提
供
者
が

ロ

提
供
者
が
同
意
に
つ
い
て
回
答
す
る
ま
で
の
期
間

同
意
に
つ
い
て
回
答
す
る
ま
で
の
期
間

ニ

提
供
者
が
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
及
び
人
ク
ロ

ハ

提
供
者
が
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
方
法

ホ

（
略
）

ニ

提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

八
・
九

（
略
）

七

機
関
内
倫
理
審
査
委
員
会
又
は
意
見
を
聴
い
た
倫
理
審
査
委
員
会

（
以
下
単
に
「
倫
理
審
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
構
成
員

及
び
構
成
員
の
専
門
と
す
る
分
野

八

倫
理
審
査
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見

３

第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
得
る

３

第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
得
る

に
当
た
り
作
成
者
又
は
体
細
胞
提
供
機
関
（
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る

に
当
た
り
作
成
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交

ヒ
ト
の
体
細
胞
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る

付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

機
関
を
い
う
。
）
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供

た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
特
定
胚
の
作
成
場
所
及
び
作
成
後
の
取
扱
場
所
を
示
す
図

面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
特
定
胚
の
譲
受
の
届
出
）

（
特
定
胚
の
譲
受
の
届
出
）

第
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
譲
受
の
届
出
は
、

第
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
譲
受
の
届
出
は
、

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
一

別
記
様
式
第
一
の
二
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
三
の
届
出
書
に
よ
っ
て
、
動
物
性
集
合
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
の
届
出
書
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち

特
定
胚
の
譲
受
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

特
定
胚
を
研
究
に
用
い
る
必
要
性
に
関
す
る
事
項

二

特
定
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

二

特
定
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
技
術
的
能
力
に
関
す
る
事

譲
受
者
」
と
い
う
。
）
の
技
術
的
能
力
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り

項

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
譲
受
者
の
管
理
的
能
力
に
関
す
る
事

項
三

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
人
ク

ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
る
場
所

四

（
略
）

三

特
定
胚
の
譲
受
後
の
取
扱
場
所

五

動
物
性
集
合
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
動
物

四

特
定
胚
の
輸
送
方
法
及
び
特
定
胚
の
譲
受
に
要
す
る
経
費
の
見
積

性
集
合
胚
の
輸
送
方
法
及
び
譲
受
に
要
す
る
経
費
の
見
積
額

額

六
～
九

（
略
）

五

特
定
胚
を
作
成
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

六

特
定
胚
の
作
成
の
届
出
を
行
っ
た
日
付

七

倫
理
審
査
委
員
会
の
名
称
、
構
成
員
及
び
構
成
員
の
専
門
と
す
る

分
野

八

倫
理
審
査
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見

３

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規

定
す
る
届
出
書
に
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
る
場
所
及
び
当

該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
後
の
取
扱
場
所
を
示
す
図
面
並
び
に
こ
れ
ら
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の
場
所
と
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
場
所
と
の
位
置
関
係
を
示
す
図

面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
胚
の
作
成
又
は
譲
受
の
届
出
に
係
る
内
容
変
更
の
届
出
）

第
三
条
～
第
五
条

（
略
）

第
三
条

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
別
記
様
式

第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
偶
然
の
事
由
に
よ
る
特
定
胚
の
生
成
の
届
出
）

第
四
条

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
三
の
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
九
条
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
胚
の
生
じ
た
場
所

二

特
定
胚
の
生
じ
た
状
況

三

生
じ
た
特
定
胚
の
取
扱
方
法

四

生
じ
た
特
定
胚
の
取
扱
場
所

（
記
録
の
作
成
等
）

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
文
書
、
磁
気
テ
ー

プ
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
記
録
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他

の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）

に
よ
り
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
が
必
要
に
応

じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
胚
の
作
成
場
所
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二

作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
特
定
胚
の
取
扱
場
所

三

作
成
に
用
い
ら
れ
た
細
胞
の
入
手
先

四

作
成
に
用
い
ら
れ
た
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
に
関
す
る
事
項

五

特
定
胚
を
凍
結
さ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、

凍
結
期
間
、
管
理
場
所
及
び
管
理
方
法
並
び
に
管
理
に
従
事
す
る
者

の
氏
名

４

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
記

録
の
保
存
期
間
は
、
特
定
胚
の
作
成
又
は
譲
受
後
五
年
間
と
す
る
。

（
特
定
胚
の
譲
渡
の
届
出
）

（
特
定
胚
の
譲
渡
の
届
出
）

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
譲
渡
の
届
出
は
、
人
ク

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
譲
渡
の
届
出
は
、
別
記

ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
渡
し
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
四
の
一
の
届
出
書

様
式
第
四
の
一
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
っ
て
、
動
物
性
集
合
胚
を
譲
り
渡
し
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第

四
の
二
の
届
出
書
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
十
一
条
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
特
定

胚
の
譲
渡
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一

譲
り
渡
し
た
特
定
胚
の
作
成
又
は
譲
受
の
届
出
を
行
っ
た
日
付

二

特
定
胚
の
譲
渡
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

譲
渡
の
理
由

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
渡
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
の
場
所

五

動
物
性
集
合
胚
を
譲
り
渡
し
た
場
合
に
は
、
譲
り
渡
し
た
動
物
性

四

譲
り
渡
し
た
特
定
胚
の
輸
送
方
法
及
び
輸
送
に
要
し
た
経
費

集
合
胚
の
輸
送
方
法
及
び
輸
送
に
要
し
た
経
費

（
特
定
胚
の
滅
失
の
届
出
）

（
特
定
胚
の
滅
失
の
届
出
）

第
七
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
滅
失
の
届
出
は
、
別
記

第
七
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
滅
失
の
届
出
は
、
別
記

様
式
第
四
の
三
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
四
の
二
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
十
一
条
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
特
定



- 6 -

胚
の
滅
失
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
胚
を
滅
失
さ
せ
た
場
所

二

滅
失
さ
せ
た
特
定
胚
の
作
成
又
は
譲
受
の
届
出
を
行
っ
た
日
付

三

滅
失
の
理
由
及
び
そ
の
方
法

四

滅
失
後
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

（
特
定
胚
の
廃
棄
の
届
出
）

（
特
定
胚
の
廃
棄
の
届
出
）

第
八
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
廃
棄
の
届
出
は
、
別
記

第
八
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
胚
の
廃
棄
の
届
出
は
、
別
記

様
式
第
四
の
四
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
四
の
三
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
十
一
条
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
う
ち
特
定

胚
の
廃
棄
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
胚
を
廃
棄
し
た
場
所

二

廃
棄
し
た
特
定
胚
の
作
成
又
は
譲
受
の
届
出
を
行
っ
た
日
付

三

廃
棄
の
理
由
及
び
そ
の
方
法

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

第
九
条

第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項

第
九
条

第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項

、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
届
出
書
の
提

、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
届
出
書
の

出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
及
び
副
本
三
通
と
す
る
。
た
だ
し
、

提
出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
及
び
副
本
三
通
と
す
る
。
た
だ
し

第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
の
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
副
本
三

、
第
一
条
第
一
項
の
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
副
本
三
通
の
う
ち
二
通
に

通
の
う
ち
二
通
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面

つ
い
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

及
び
図
面
並
び
に
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
図
面
を
添
付
す
る
こ
と

い
。

を
要
し
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ

ィ
ス
ク
及
び
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
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（
次
項
に
お
い
て
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
条
第
一
項

二

第
二
条
第
一
項

三

第
三
条

四

第
四
条
第
一
項

五

第
六
条
第
一
項

六

第
七
条
第
一
項

七

第
八
条
第
一
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
フ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提

レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
中
「

出
に
代
え
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て

正
本
一
通
及
び
副
本
三
通
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

は
、
第
九
条
中
「
正
本
一
通
及
び
副
本
三
通
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
レ

ク
一
枚
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
四
通
」
と
す
る
。

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
一
枚
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
四
通

」
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

一

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
単
に
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ

く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二

六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ

ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

ー
ト
リ
ッ
ジ

二

（
略
）

二

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

第
十
二
条
・
第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ

の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六

二
二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格

Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八

附
属
書
一
に
規
定
す
る
方
式

２

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形

文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う

ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
三
条

第
十
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工

業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

提
出
す
る
届
出
書
の
名
称

二

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

三

提
出
年
月
日


